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令和８年度狂犬病予防集合注射の実施について 

 日頃より本市の環境行政に御理解、御協力いただき誠にありがとうございま

す。 

さて、狂犬病予防集合注射を下記のとおり実施しますので、注射を希望する

方は、最寄りの会場または都合の良い会場に犬同伴のうえ御来場ください。 

なお、富里市に犬の登録をしている飼い主には、事前に案内はがきを送付し

ます。 

記 

１ 日時・場所  日程表（裏面）のとおり 

２ 対   象  生後９１日以上の市内で飼養されている犬 

３ 料   金  一頭に付き ３，７００円（現金のみ） 

         （注射料金３，１５０円＋注射済票交付手数料５５０円） 

         ※なるべくお釣りのないようにお願いします。 

         ※マイクロチップ未装着の犬を市に登録する場合、登録手

数料３，０００円が追加でかかります。 

４ そ の 他  〈来場時の注意事項〉を必ずお読みください。 

 

 

 

 

問い合わせ先 

                   担 当 富里市経済環境部 

環境課環境対策衛生班 

                   担当者 渡貫、相京 

                   電 話 ０４７６（９３）４９４６ 

回 覧 

※犬の飼い主は、飼い犬の登録と毎年の狂犬病予防注射の接種及び注射

済票の交付を受ける義務があります。 



 

令和８年度狂犬病予防集合注射日程表 

 

月/日 会  場 時  間 

４／7 

（火） 

七栄集会所（獅子穴公園隣） ９時から１０時まで 

東七栄集会所 １０時２５分から１０時５５分まで 

４／8 

（水） 

しらかば公園（ファミリータウン富里内） ９時から９時５０分まで 

根木名公民館 １０時１５分から１０時４０分まで 

久能集会所 １１時１０分から１２時まで 

４／10 

（金） 

南七栄第３公園（南七栄区民会館隣） ９時から９時３０分まで 

南平台自治会館 ９時５５分から１０時２５分まで 

富里第二工業団地第２公園（中沢消防機庫隣） １１時から１１時４０分まで 

４／14 

（火） 

三区公民館 ９時から１０時まで 

実の口集会所 １０時２５分から１０時５５分まで 

髙松入集会所 １１時３０分から１２時まで 

４／15 

（水） 

両国共同利用施設 ９時から９時４０分まで 

葉山集会所 １０時２０分から１０時５０分まで 

４／19 

（日） 

富里市役所 ８時５０分から１０時２０分まで 

北部コミニュニティセンター第２駐車場 １１時から１２時まで 

 



＜来場時の注意事項＞ 

〇料金は３，７００円です。（内訳：注射料金３，１５０円＋済票交付手数料５５０円） 

〇会場でのフンの後始末は、必ず飼い主が責任をもって行ってください。 

〇送付される案内はがき裏面の問診票を事前に記入・署名し、会場に持参してください。 

○富里市に転入してきた犬でマイクロチップを装着していない犬は、事前に市役所で所

在地変更の手続きを済ませてからご来場ください。 

〇富里市に転入してきた犬でマイクロチップを装着している犬は、事前に下記サイトで

所在地変更の手続きを済ませてからご来場ください。 

      ※犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト https://reg.mc.env.go.jp 

〇普段から犬の面倒を見ている方、犬の扱いに慣れた方、犬の制御が出来る方が犬を連れ

て来てください。 

〇犬には首輪や胴輪等を装着し、会場ではリードを短く持ち、他の犬と接触しないように

十分距離を取ってください。 

〇事故防止のため、乳幼児などを連れての来場は御遠慮ください。 

〇雨天時は、犬をふくためのタオル等を必ず用意してください。 

〇問診・注射の妨げになりますので、犬に衣服は着せないでください。 

〇集合注射では、注射を伴わない手続き（済票交付のみや変更手続き等）は行いません。 

〇午前７時までに気象警報が発令された場合、その日の集合注射は中止となります。ま

た、集合注射実施中に気象警報が発令された場合は、その時点の会場を以ってその日

は中止とします。 

 

その他 

〇既に動物病院等で狂犬病予防注射を受けている場合は、市役所環境課又は日吉台出張

所で注射済票の交付手続きをしてください。 

〇飼い犬が死亡した場合は、市役所環境課に届け出てください（電話でも結構です）。 

 

＜会場内では次の順番で注射等を実施します＞ 
① 受付…案内はがき及び犬の問診票記載の有無の確認を受けます。 

② 問診…案内はがきを獣医師に渡し、犬の問診を受けます。 

③ 注射…問診終了後、注射を受けます。 

④ 会計…注射終了後、会計で料金を支払い、注射済票等を受け取ります。 

 






